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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１２月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（防氷柵係留部） 

発生日時 令和元年５月１７日 ０６時２６分ごろ 

発生場所 北海道北見市サロマ湖第２湖口付近 

 浜
はま

佐
さ

呂
ろ

間
ま

港北防波堤灯台から真方位３５９°２.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４４°０８.６′ 東経１４３°５５.６′） 

事故の概要  漁船第五ところ丸は、南進中、防氷柵係留部に衝突した。 

 第五ところ丸は、乗組員６人が負傷し、右舷船首部外板の破口等を

生じ、また、防氷柵係留部は台座部分に欠損を生じた。 

事故調査の経過  令和元年５月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第五ところ丸、１９トン 

 ＨＫ２－２３８５５（漁船登録番号）、常
と こ

呂
ろ

漁業協同組合 

 ２２.４２ｍ（Lr）×４.９８ｍ×１.６１ｍ、軽合金 

 ディーゼル機関、７３６kＷ（動力漁船登録票による）、平成２４年

４月１７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４６歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２０年５月２２日 

  免許証交付日 平成３０年２月１９日 

         （令和５年５月２１日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（機関員）、軽傷 ５人（船長、甲板員４人） 

 損傷 本船 右舷船首部外板に破口、右舷船尾部外板に凹損及び操舵室窓ガ

ラスに割損 

防氷柵係留部 台座部分に欠損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約６m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  本船は、船長ほか５人（以下、「機関員」、「甲板員Ａ～Ｄ」とい

う。）が乗り組み、令和元年５月１７日０５時２６分ごろほたて
．．．

稚貝

放流の目的で、北見市栄
さかえ

浦
うら

漁港を出港した。 

 本船は、サロマ湖内から第２湖口を通過し、第２湖口の北北西方３

Ｍ付近の漁場でほたて
．．．

稚貝を放流し、０６時１４分ごろ、栄浦漁港へ
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の帰航を開始した。 

 船長は、操舵室内の左舷側に立って操船に当たり、約１８ノットの

対地速力で自動操舵により第２湖口の水路の中央を南進し、サロマ湖

に入ったとき、左舷船首方１,０００ｍ付近に、第２湖口に向け北西

進するほたて
．．．

稚貝を積載した反航船を視認した。 

 船長は、第２湖口の南側に設置された６基の防氷柵係留部のうち、

南端の２基（以下、２基の防氷柵係留部のうち、西側のものを「係留

部Ａ」、東側のものを「係留部Ｂ」という。）の間を通過しようと考え

ており、反航船が本船の航走波の影響をできるだけ受けないよう、係

留部Ａと係留部Ｂの間のうち、係留部Ａ寄りを通って、可能な限り距

離を離して行き会うこととした。 

 本船は、船長が、少し右転して係留部Ａのわずか左に針路を向け、

もう少し係留部Ａに近づいてから、必要があれば左舵を取るなどして

針路を微調整しようと思い、反航船の動静を見ながら同じ速力で航行

中、船首至近に係留部Ａを視認し、慌てて左舵を取ったものの、０６

時２６分ごろ、右舷船首部、次いで右舷船尾部が係留部Ａに衝突し

た。 

 船長は、１１９番通報して救急車を手配し、その後、ほたて養殖部

会の船団長に本事故の発生について連絡をした。 

 本船は、僚船に横抱きされて栄浦漁港に戻り、乗組員６人全員が病

院に搬送され、機関員が右肋
ろっ

骨多発骨折、船長が左眼窩
か

裂創、甲板員

Ａが左脛骨骨挫傷、頭部、左膝、尾骨部打撲、甲板員Ｂ及びＣが頭部

等打撲、甲板員Ｄが第３胸椎椎体骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船の損傷状況 参照） 

 その他の事項  第２湖口南側には、冬期間サロマ湖に流氷が流入するのを防止する

目的で６基の防氷柵係留部が設置されており、第２湖口を通過する船

舶は通常、係留部Ａと係留部Ｂの間を通過していた。 

 船長は、本船と反航船との距離及び速力から、本船が防氷柵係留部

付近を通過後、反航船と行き会うことになると考えていた。 

 係留部Ａと係留部Ｂとの間隔は、約１００ｍである。 

 防氷柵係留部は、最上部に縦横の長さ約７ｍ、高さ約２ｍのコンク

リート製の台座及び標識灯が設けられており、本事故時の同台座の海

面上の高さは約０.５ｍ、標識灯の同高さは約３.３ｍであった。 

（図１、図２ 参照） 
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図１ 第２湖口から見る防氷柵係留部設置状況 

 

 
図２ 係留部Ａ 

 

 船長は、約４～５年前から１年間に２０回程度、ほたて稚貝放流の

目的で第２湖口を通過していた。 

 本船は、本事故時、船首方に見張りの障害となるものがなく、船首

浮上による死角も生じていなかった。 

 船長は、第２湖口を通過して南進中、反航船に意識を向けていたの

で、本船の針路を微調整する時機を失してしまったと、本事故後に思

った。 

 ほたて稚貝放流作業に従事する船は、同稚貝をプラスチック製の籠

に入れ、甲板上に４～６段積みにしていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、多数の防氷柵係留部が設置されたサロマ湖第２湖口付近に

おいて南進中、船長が反航船に意識を向け、同じ針路及び速力で航行

を続けたことから、本船の針路を微調整する時機を失して、係留部Ａ

に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が多数の防氷柵係留部が設置されたサロマ湖第２湖

オホーツク海 

サロマ湖 

係留部Ｂ 係留部Ａ 防氷柵係留部 防氷柵係留部 

約１００ｍ 

損傷部分 
標識灯 

台座 
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口付近において南進中、船長が反航船に意識を向け、同じ針路及び速

力で航行を続けたため、本船の針路を微調整する時機を失して、係留

部Ａに衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・航行中は特定の物標や船舶のみに意識を向けることなく、周囲の

見張りを適切に行うこと。 

 ・船舶事故の発生後、速やかに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 

事故発生場所 

（令和元年５月１７日 

０６時２６分ごろ発生） 

 

本船 

北海道 

北見市 サロマ湖第２湖口 

防氷柵係留部 

 

係留部Ｂ 

係留部Ａ 

防氷柵係留部 

船長が反航船を視認

した際の本船の位置 

船長が視認した

反航船の位置 

浜佐呂間港北防波堤灯台 

北海道 

佐呂間町 

 

北海道 

北見市 

栄浦漁港 
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写真１ 本船の損傷状況 

 
            （網走海上保安署 提供） 

 


